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令和２年 第８回 由布市農業委員会総会議事録 

 
１. 日 時：令和２年８月２８日（金）１４時００分 

 

２. 場 所：由布市役所 本庁舎 市民ホール２階 ２－２会議室 

 

３. 出席委員  １１名 

会   長   ７番  縣   次 男  

副 会 長   １番  坂 本 成 一  

 

委   員   ２番  竹 内 正 敏 

３番  髙 田  英 

４番  大 野 重 利 

５番  江  国 子 

６番  式 田 信 一 

８番  佐 藤 孝 雄 

９番  佐 藤 一 富 

          １０番  麻 生 秀 昭 

          １１番  佐 藤 富 雄 

 

４. 欠席委員   なし 

 

５． 議事参与が制限された委員数    ０名 

 

６. 議事日程 

（１）出席確認 

（２）会長挨拶 

（３）議  事 

 ① 農地法第１８条の規定による合意解約通知の報告について 

 ② 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

 ③ 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

 ④ 農用地利用集積計画の決定について（貸借権設定） 

 ⑤ 農用地利用集積計画の決定について（一括方式） 

 ⑥ その他 

   （４）その他 

 

７.  出席職員 

    農業委員会事務局職員 

 事務局長 秦正次郎、次長 長松喜久一、主任 小原匡博、行政専門員 後藤義一 

 

８.  会議の概要 

 

   事務局長 行事報告、出席確認 

 出席委員は、１１名中１１名の出席で会議規則第８条により総会は成立しています 

ので、只今より令和２年 第８回由布市農業委員会定例総会を開会いたします。 

 会議規則第６条により会長は議長となりますので、議事進行をお願いします。 

 

会長あいさつ 
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議   長 

それでは、これより本日の会議を開きます。お諮りします。会議は本日一日間と致

したいと思いますが、これに異議ございませんか。 

 

全   員 

異議なし 

 

議   長 

異議なしと認めます。したがって、会議は本日一日間と決定しました。 

次に、会議録署名人の１名を指名します。 

本日の会議録署名委員は、議席番号９番 佐藤 一富委員さんにお願いしたいと思

います。宜しくお願いします。 

次に、採決についてお諮りします。 

これから、採決します日程第１から第１２までの全ての件は、会議規則第１４条に

より挙手をもって採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

全   員 

異議なし 

 

議   長 

それでは只今より会議規則第７条による議案の審議を行います。 

農業委員会会議規則第１２条により議事参与制限を受ける委員は、退席をする事と

なっていますので、よろしくお願いします。 

 

■日程 第１ 「農地法第１８条の規定による合意解約通知の報告について」 

（議案第１～３号 ３件） 

議   長 

日程第１ 農地法第１８条の規定による合意解約通知の報告について、３件あります。

事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

日程第１ 農地法第１８条の規定による合意解約通知の報告について、議案朗読説明。 

 

議   長 

議案１号から３号につきましては、皆さんに報告という事で了承して頂きたいと思

います。 

 

■日程 第２ 「農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」 

（議案第４～７号 ４件） 

議   長 

続きまして、日程第２ 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について、４

件あります。事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

日程第２ 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について、議案朗読説

明。 
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議   長 

議案４号からですが、議席番号４番 大野 重利委員より説明をお願いします。 

 

４番 大野 重利 委員 

それでは説明します。 

申請地は挾間町古野で議案４号と５号の農地は上下の位置となっています。で、受

人から渡人が譲ってもらったわけですが、この方は水田をやっているわけでして、何

も問題ないと思います。 

その５番もですが、渡人から受人が譲ってもらうこととなっておりまして、受人は

大分市の雄城台の方に住んでおりますが、通って耕作するということで、農機具も揃

っているため問題ないと思います。 

審議よろしくお願いします。 

 

議   長 

議案４号につきまして、質疑があればお願い致します。 

ご質問ないでしょうか。 

（ありません。） 

この議案４号の案件、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 承認致します。 

 

続きまして、議案５号ですが、大野委員さんから今説明がありましたので、質問が

ある方お願い致します。 

ご質問はないでしょうか。 

（ありません。） 

この議案５号の案件、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 承認致します。 

 

続きまして、議案６号ですが、議席番号１１番 佐藤 富雄委員さんから説明の方

お願い致します。 

 

１１番 佐藤 富雄 委員 

はい、それでは議案６号を説明させていただきます。 

渡人におかれましては、今年の初めにも離農のために土地を売るという申請が出た

ところでありまして、今回は渡人の家のすぐ前に１枚田がありましたがその田んぼを

受人が買われるということであります。これも急遽、皆さんご存知の７月の豪雨によ

りまして受人の実家の方が被災にあいまして、道路の方も寸断されてしまい今は川の

中を通って家に帰るというような状況であります。これから工事が始まり、また雨が

降れば道路が通れないということで、この土地を、１反３畝あるわけでありますが、

この一部を農道として使わせていき、残りは畑として使うということであります。 

そして、今この実家の方には農機具もありますし、もみの乾燥施設もありまして、

道路が寸断されておりますので、どうかこの特別な事由として皆さんに認めていただ

きまして、この一部を農道というのを認めていただき、売買を認めさせていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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議   長 

それでは、この議案６号について、ご質問があればお願いします。 

ご質問ないでしょうか。 

（ありません。） 

この６号案件、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 承認致します。 

 

続きまして、議案７号ですが、議席番号１１番 佐藤 富雄委員さんから説明の方

お願いします。 

 

１１番 佐藤 富雄 委員 

それでは、議案７号の説明をさせていただきます。 

この渡人と受人は親子でありまして、家庭の事情にはなりますが長男さんがいたん

ですが亡くなってしまいまして、３人兄弟の一番下の受人が生前一括贈与を受けると

いうことであります。残された兄弟で話し合った結果このようになったということで

ございます。なので、何ら問題はないかなと思います。審議よろしくお願いします。 

 

議   長 

それでは、この議案７号につきまして、質問があればお願い致します。 

ご質問ないでしょうか。 

（ありません。） 

この議案７号案件、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 承認致します。 

 

 

■日程 第３ 「農地法第５条の規定による許可申請について」 

（議案第８～１３号 ６件） 

議   長 

続きまして、日程第３ 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について、６

件あります。事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

日程第３ 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について、議案朗読説

明。 

 

議   長 

それでは議案８号について、議席番号９番 佐藤 一富委員より説明をお願いしま

す。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

８号ですが、これは地区の公民館の建設ということですので特段問題ないかなと思

います。 

よろしくお願いします。 
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議   長 

それでは、この議案８号について、ご質問があればお願いします。 

質問はありませんか。 

（ありません。） 

質問がない様でございますので、意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める

委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 許可相当と認めます。 

 

続きまして議案９号ですが、議席番号１０番 麻生 秀昭委員より説明をお願いし

ます。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

はい、そこに申請事由が書いてある通り太陽光発電施設を作りたいということです。 

場所はですね、資料の７ページをご覧いただきたいと思います。市役所からおおむ

ね300m以内と先ほど事務局から説明がありましたが、市役所の前から大分方面へ向か

っていくと端があります。で、クボタがあって、左側は花屋さんがあります。その花

屋さんの、あの川は阿蘇野川かな？川との間にある土地なんですね。国道210号線と阿

蘇野川の間にある土地で、そこご覧になっていただけるように位置図に申請地と赤く

標記がありますがそれから阿蘇野川に向かっては山林になっています。 

それで、私も現地を見させていただきましたが、まぁ農地としてはまだ十分使える

んですが今回太陽光で活用したいと。また生野さんが結構歳なもんでそこに太陽光と

いうのは致し方ないかなと思います。 

ただ、一部経緯書についてはちょっと私も詳しく説明できないので、髙田委員さん

がこの案件担当され提案したんで、もしご質問があれば髙田委員さんにも補足しても

らえればありがたいと思います。 

 

議   長 

髙田委員さん、追加で説明があれば。 

 

３番 高田 英 委員 

いえ、ないです。 

 

議   長 

では、皆さんご質問のほどはないでしょうか。 

 

これは空き地になる部分が多いけん、もったいないなぁ。 

 

３番 高田 英 委員 

あのー、西側に木があって影になるんです。それと、東側はいい田んぼがあってそ

こに迷惑をかけない、つまりこれだけスペースを取れば草刈りがちゃんと出来るし、

雨水の浸透性もよくなるので排水もオーバーにならなくていいと。この業者は鹿児島

の方で過去にトラブルが、農地に近いところでやってトラブルがあったのを踏まえて

逆に今スペースを取って浸透させるっていうやり方をしているみたいです。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

あそこやったら、浸み込んでいくでしょ。山林の傾斜具合からいっても。 



 

 

6 

 

 

３番 高田 英 委員 

そうですね。 

農地への間を取るというのは、逆にやり方としてはいいのかなという気がします。

あんまりぎちぎちに設置してパネルの上を流れた水がばーっといっぺんに流れるより

もこういうやり方の方がいいのかなという気がします。 

 

議   長 

普通のやつはもう敷地いっぱいにするもんなあ。 

 

３番 高田 英 委員 

そうですよね。 

 

議   長 

今回のは周りが全部の方向が空いているから、県に行った時に何か言われるかなと

思うけど。 

 

３番 高田 英 委員 

西側は木が結構立ってるんです。北側と西側は木があるんで、その方向は影になる

し木が倒れるかもしれないから開けてあるんです。 

 

事 務 局 

これは、ちょっとみても右も左も間が空いてるわな。パネルの数は、太陽光を売る

方としたら考えられんのかな。量が増えれば売電も増えるのでは。 

 

３番 高田 英 委員 

増えるけど、高圧とかにもなってくるんで、今農地でやるようなのはほとんど低圧、

50kw以下が低圧で50kw以上になると高圧になるんで九電との契約が全然変わってくる

ので・・・。 

 

事 務 局 

売る方としたら多い方がいいんじゃないですか？ 

 

３番 高田 英 委員 

そりゃ多い方がいいでしょうけど…、どうなんでしょうかね？ 

私もそこまでは詳しくは…。 

 

事 務 局 

普段なら土地の有効利用を考えたときはもうちょっと太陽光を敷き詰めて売電して

発電量を増やした方がいいんじゃないかなって。あまり空白部分が多いもので。 

 

３番 高田 英 委員 

うーん、高圧線との兼ね合いとかがあるんじゃないかな。 

あんまりその高圧、５０ｋｗ以上の出力の発電所ってあんまり聞かないと思います

よ。最近やった中で。 

 

事 務 局 

ここについては事務局の中でも結構話をしたんですけど、農地転用の一般基準の中
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で目的を達成する必要最小限の面積であること、過大でないことという基準がありま

す。今回は発電能力で言うと49.5kwを発電するのに約3600㎡を転用するとなっている

んですが、過去の例とかでいくと49.5kw、同規模の太陽光で、まあ土地の形なども関

係しますが、1152㎡、大体3分の1程度の面積で同規模の太陽光ができてるのがありま

す。 

で、要はその太陽光としての目的達成のために過大な面積を転用してないかってい

うのはちょっとこれだと、そこに引っかかるんじゃないかなというふうに正直思って

います。 

通常であれば、さきほどの隣に迷惑をかけないように間を取るとか、日陰になる、

木が倒れかかってきたらというのでパネルを置かないっていうのは判断として間違っ

てはいないと思うんですけれども、その部分を含めて農地から転用してしまうってい

うのは農地転用の基準からみるとちょっと適切ではない部分があるのではないかなと。 

今回の図で言うと、先ほどの隣の農地に迷惑をかけないようにという部分を一旦置

いておくと、右の方にパネルを寄せれば多分半分ぐらいの面積で同じだけのパネルを

設置出来て、お金はかかるけれども分筆すれば転用する面積は半分で済むのではない

かなあというとこですね。普通であればそういう指導をすることになるのではと思う

のですけれども。 

まあ、今回事務局として今後の意見進達もあるので、これが過大な面積かどうかと

いう所を委員会で判断していただきたいと思っております。 

 

議   長 

この両端の空き地は何も利用はしないんですか。 

 

３番 高田 英 委員 

両端の空き地というと？ 

 

議   長 

図のパネルの左右で空いてるところ。かなり空白が広いけどこれはあまりもう利用

しないんですかね。駐車場か何かで使うんですかね。 

 

３番 高田 英 委員 

下の方は管理用の通路と車置くところですね。 

問題は、さっき言ったように分筆したところで耕作、これ今まで田んぼだったのを

畑で、まあやるとすれば畑しかないと思うんですけれど、耕作しようとしたところで

日陰になるようなところでそれもどうかなという気もあることはある。 

 

事 務 局 

今回これ、正直言って基準が、全体面積の何％までならいいとかいう明確な基準が

ないから今回困ってて皆さんに検討してもらいたいっていうのと、今後農地にこうい

う施設ができたときには今日のこの案件が日陰になるとかそういうふうで通るのであ

れば今後もそういう、ここは通してあそこは通さなかったのかという話になってきた

ときに、やっぱり今日の協議は必要なのかなということです。 

まあ、駐車場用地も踏まえて3600㎡のうち3分の1程度でパネルが置けるのに、あと

の2000㎡ちょっとはそういうふうに日陰になるとかいうことで通して、まあ時と場合

にもよるんでしょうけど、そういうのを踏まえて基準はありませんけれども一応この

会でお諮りして県に進達したいということで皆さんにお諮りしているところです。 

まぁ、今後のこともあるし、よく駐車場が広いんじゃないかとか前からも意見が出

てたもんだから、ちょっと皆さんにお諮りしたいと。またこれが3条とかじゃなくて太
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陽光発電でもあるし。 

 

土地の利用部分については正直ケースバイケースのところがあります。斜面の部分

が多く入っているとかパネルを置くのに適さない部分が多いとかであればその部分が

空白でもしょうがないとみなされる場合も当然ありますが、ここについてはけっこう

平坦なところであります。西側には木がありますが、東側と南側については開けてお

りますので、パネルを置こうと思えば置けるだろうと思える場所であるのでちょっと

そこが微妙なのかなという所です。 

 

太陽光についてはいろんな後々トラブルが起こることが多いので正式に、それこそ

土地改良区の面積が転用で減るわけでしょ？だからまぁそういうのを踏まえて、今言

うように分筆はしないというのと、片方に寄せたりもしないということで、これを通

すということであれば、そういう今後の話の中でも出てくる話題じゃないかなと思っ

ていますので。 

これがいいじゃないかということであれば、もちろんそういう話になってくると思

いますので、このあたりについて皆さんの意見を聞きたいと思っています。 

多分、県にこのまま上げてもちょっと周りが広いのではと言われると思います。で、

これが総会ですんなりと通ったのであれば市の委員会は通りましたのでというしかあ

りませんので。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

これ周りはまだ田ですか？ 

 

事 務 局 

そうですね。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

周りの田の人とはちゃんと相談しているんでしょうね。 

 

事 務 局 

渡人が地元の人なんで…。隣地同意もちゃんと取れていますし、一部経緯書はあり

ますが。 

経緯書は地元にいなくて音信不通の人と先祖の名前が残っていたというものなので。

周りにおられる方の同意書は取れているので。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

太陽光を設置するのでというぐらいの話はしてる？書き物まではしてなくていいけ

ど。 

 

事 務 局 

図で言うと右と下に田んぼがありますけど、そこの同意は取れてますので付近の耕

作者への同意っていう所は大丈夫かなと思います。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

あとで何か出てくると言えば、近所の人が苦情を言ってくるというのがありえるか

な。 

 

事 務 局 
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まあ、一般的にはそうですね。 

 

議   長 

そうですね。 

ただ今回がこれで通れば、また次に3反ぐらいの農地を1反ぐらいちょっとしか太陽

光しなくても通さないと行けなくなってしまいますよね、こういうことがあったとき

には。 

 

４番 大野 重利 委員 

これはあれですか、東か西の方に寄せて半分ぐらいは農地として使用するようにと

かいう指導はできないんですか？ 

 

事 務 局 

言うだけはできるかと思うんですけど、今回は髙田委員が行政書士として委任を受

けられてるので、これ余白がちょっと広くないですかって問いかけはしたんですけど、

先ほどのような日陰になるとか隣地への影響を最小限にするためとかの理由でこうい

う形で出てきています。 

ただ今回の総会で広いんじゃないかと決が出れば改めて、市の総会でこういう意見

になったけどどうですかという投げかけは、まああくまでも投げかけですが、できる

のかと思います。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

難しいとこですよね。土地の持ち主としては、もうすべてそうしてほしいというこ

と？ 

 

事 務 局 

正直そうですね。もう田んぼをされていない方なのでまとめて処分したいかと。 

 

３番 高田 英 委員 

地権者としては分筆して耕作しないといけないところが残っても困ると思う。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

それが市としてはちょっと広すぎるな、困ったなということ。 

でも持ち主がさっき言ったみたいに高齢化してて、管理もできないからこういう太

陽光とかに売ろうということでしょ。そうなると分筆までしてお金かけて、そこまで

しろというのは…。 

 

事 務 局 

そこが今回難しいところで…。 

 

もし分筆しないのなら、私がさっき言ったみたいにぽっと思いつくのはパネルをも

っと増やせばもっと売電金額も増えるのにということだけど、50kwという区切りがあ

るならこういう形になるのかなというのはわかるけど、今言ったみたいに事務局とす

れば今後の判断への影響がなければという話だと思う。 

あそこはいい、ここは悪いとする基準があれば一番いいのだけど。でも基準はない。

基準がないから審議してもらって県に説明するしかないという話になるのだけれども。 

なので、例えばパネルを端に寄せて分筆してもらうとか・・・。 
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３番 高田 英 委員 

局長ね、そこの土地の形状とかいろいろ違うと思うんだけど、これってケースバイ

ケースで考えるしかないんじゃないですか。 

全く何もないフラットなところでやるのと、周りに木がある状況でやるのと、そう

いう状況によって…。 

 

事 務 局 

だからこの総会で審議しているんですよ。 

私はまだ現地を詳しくは見てないけど、この配置図を見たときは誰でも左右が広く

ないかなって思うはず。 

 

３番 高田 英 委員 

これは真上からポンと見たときの話で・・・。 

 

事 務 局 

あくまでもパッと見たときの話で。見たら思うだろうなって。 

今後こういうケースがまた出てくると思うんですよ。駐車場用地で土地がちょっと

広すぎないかとかね。 

 

議   長 

この土地は今まで何も作っていなかったんですか？ 

 

３番 高田 英 委員 

何も作ってないですね。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

なにか作ってなかったっけ？ 

 
６番 式田 信一 委員 

昔は稲を植えていたけど、もう５～６年ぐらいは植えてないね。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

ここ、50kwだったかな。 

 

３番 高田 英 委員 

そう、50kw。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

50kwということはそれを超えると送電線がいるようになるんですよね。 

 

３番 高田 英 委員 

なんか九電との接続の関係で線が変わってくるんじゃないかな。 

それで九電に収める負担金とかが高くなる。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

そうなんでしょうね。鉄塔1本1億とか前に聞いたことある。鉄塔を1本建てるのに1

億円かかると。 

逆に言えばそれだけ簡単じゃないということですよね。1本じゃなくて2本、3本建て
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ないといけないかもしれないし。 

 

３番 高田 英 委員 

そうですね。それで、今の売電価格から比較すると採算には合わないかと。 

 

事 務 局 

まぁ、単純に考えれば一番いいのはパネル枚数を増やして敷き詰めるのが一番いい

んですけど、今回のケースでは認定の低圧と高圧の関係とかあるんで正直現実的では

ないですね。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

もしもの話だけど、このまま1社だと難しいけど仮に2社入れば問題ない？ 

この前に申請が合ったみたいに隣り合わせで別々の人が太陽光を設置するみたいな。 

 

事 務 局 

可能性の話をすれば、例えば右に寄せて真ん中で分筆して、右側は1個の低圧の発電

所、左側はもう1個の低圧の発電所というやり方をしていたところが先日ありましたの

で、そうすればそれぞれは別々の事業者なので問題ないとなりますが、まあ認定の手

間があるからそれも多分難しいんでしょうけど。 

空いているスペースが何か利用目的があるということになれば転用目的としては別

にいいんで、おそらくあり得ないでしょうけど例えば資材置場とかで使うということ

になれば、それ目的でちゃんと使用するので問題ないという話にはなるかと思います。 

ただ、今回は申請者が遠方の法人であるため、資材置場というのはあり得ないかと思

いますが。 

パネルを置けない部分があるというのは日照条件とか自然条件でやむを得ない部分

があるとは思いますが、そこも農地から転用してしまうのはどうなのかっていうはな

しです。 

ただ、地権者側として考えると、もう田んぼも作ってなくて今後管理もしていけな

いから今回処分してしまうのにまとめて売ってしまいたいところもあると思います。 

どちらに寄り添った判断をするかという…。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

難しいわな。農地を残させても年寄りを苦労させるのかとも言われるだろうし。そ

うなったら残させてももう知らないってなるだろうし。 

 

議   長 

それに分筆しようとするとかなりお金がかかりますよね。 

昔は10万とか15万とかだったと思うけど、最近はすぐ50万ぐらいかかると聞くし。 

 

３番 高田 英 委員 

これだけ広さがあったら50～60万は取られると思う。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

持ち主は困ってるから売りたい気持ちばかりだろうしな。 

 

議   長 

そうですよね。 
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事 務 局 

それとあと一つ問題だと思っているのが、今回申請では二筆申請地があり、申請地

左端にある50mの小さい三角の土地がありますが、ここは事業区域の端っこでフェンス

もパネルも上に施工しないため、転用面積に入れるのは厳しいのではないかと思って

います。 

おそらく渡人としては、田んぼ1枚の中で筆が分かれてしまっているため一緒に処分

したいと思うのですが、何も施工せず工事に関係しない土地だと厳しいと思います。 

完全に田んぼ一枚の中で分かれているため、昔に自力で狭地直ししたのかという感

じです。 

例えばフェンスとかパネルの端っこがかかるからというようなことであれば仕方な

いかなと思うんですけど、今は全く関係がない土地になるのでこの地番は外さないと

いけないのではと今思っています。まぁ、地権者的には一緒にという気持ちは理解し

ますが・・・。 

どうしましょうか…。 

 

多分皆さん売り手の気持ちを考慮するとというのは理解をしてもらってると思いま

すが。わかってくれてはいるけど、どうするのがいいかなという…。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

髙田さん、前金で分筆分を上乗せしたらとか言われないの？ 

 

３番 高田 英 委員 

どうかなあ・・・。 

多分土地代って相当安かったと思うので。それに分筆費用かけると…。 

 

事 務 局 

土地代はかなり安かったですね。100万いかないぐらいだったかと。 

 

２番 竹内 正敏 委員 

３反でそんなに安いんですか。 

 

議   長 

そりゃ安いなあ。 

 

３番 高田 英 委員 

結局最近は売電価格が下がってきているから、経費を抑えていかないと元が取れな

いから。 

 

議   長 

えー、皆さんどうしましょうか。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

会長、後のことはケースバイケースにして、最後は県の判断ということで…。 

 

事 務 局 

まあ許可の最終判断は県になるんですけど、市からの意見書の中にこの転用の面積

が事業目的達成のために適正な面積かどうかと書くところがあります。そこを適正か

過大かっていうのをどっちか書かないといけないんですけど・・・、どっちがいいで
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すかね？ 

 

あのー、3000㎡を超えると県農業会議の常設審議会というところで、普通の県の許

可じゃなくてもう一個審議会にかけないといけなくなって、そこでの質問が多分出る

と思います。その審議会にかからないで普通の進達で県許可ならわからないけど、3000

㎡を超えると常設審議会っていうので、各農業委員会の会長とかが来るんですけど、

そのなかでどういう説明をするのかっていうのを踏まえて皆さんのご意見を聞きたい

というところです。 

 

議   長 

私も出席するんですが、いろんな人から質問が出てそれに答えないといけないんで

すよ。いろいろ突っ込んでくるもんですから。 

 

事 務 局 

3000㎡を超えているというのが大きい。 

 

議   長 

3000㎡を超えてなければまだマシなんですけどね。 

 

事 務 局 

今回、この委員会で諮っておきたいのが、転用面積が適正と判断するかどうかって

いうところと、許可相当か不許可相当かっていう所です。 

その二つを諮ってもらえれば意見書に書いて、その結果のとおり私が説明をします。 

 
６番 式田 信一 委員 

これ仮にパネルを右の方にずらして設置して、左側を雑種地にするとかいうような

申請だったらどうにかならないんですかね。 

 

事 務 局 

目的があればできます。 

しかし、申請目的を太陽光兼○○とするのは利用実態的に厳しいと思うので、どち

らにしても分筆をする必要はあるのではないかなと思いますね。 

 
６番 式田 信一 委員 

図を見るとやっぱり半分ぐらいの面積は余ってしまいそうだから…、うーん…。 

 

事 務 局 

配置は右に寄せてもいいですし、図にあるように左下から右上に向けて1枚、2枚、3

枚と田がありますので、多分寄せれば田んぼ2枚に収まると思うので1枚はそのまま残

すとかいう分け方は考えられるんですけど、残したところでその農地を使うかどうか

という話には当然なってくるかと思います。 

 

何回もいうけど、3000㎡を超えていなければ日陰になる部分があるとかは担当者レ

ベルの話になるけど、3000㎡以上で常設審議会にかけるとかなりの説明が必要になる

ため、それでちゃんと答えられないと由布市の総会はこれを通したのと言われかねな

いのでしっかりと審議しておきたいということです。事務局とすればまず3000㎡以上

というのが引っかかるし、余白地が多いので、そのちゃんとした答弁ができれば大丈

夫なのかなと思っています。 
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皆さんの意見を諮ってからじゃないと常設審議会にかけられないので、皆さんの意

見を聞きたいということです。 

まあ事情はさっき言った通り、地権者は売りたいということなんでしょうけどそこ

を踏まえての皆さんのご意見を聞きたいなということです。 

 

４番 大野 重利 委員 

パネル面積は700㎡ぐらい？敷地面積が3600㎡ぐらいですよね。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

影とかを除いても3分の1ぐらいしか使ってないのか。 

 

議   長 

これだと多分質問を受けるでしょうね。 

 

事 務 局 

それはもう言われる。常設では絶対言われる。総会の内容を見ながら、通すような

いい意見が出ればかけていこうかなと。 

 

４番 大野 重利 委員 

1か所OKを出すとまた次のが、前例が残ってしまうからなあ。 

 

事 務 局 

大きい土地の真ん中を転用したら一筆全部転用できるっていう前例になりかねない

っていうのは少し危惧がありますが、まぁケースバイケースですからね。 

例えば土地の半分が法面だったとかいう状況なら今回の状況でもしょうがないねと

いう話にはなるかと思うんです。法面で設置できないとか。ここは平らで法面とかな

いんですけど。なので、ここについてはすんなりとはいかないかなと思っているんで

すが。 

 

議   長 

どういう意見を付けるかが問題ですね。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

太陽光を増設するとかは考えてないんでしょうか。 

 

事 務 局 

さっき言ったように50kwを超えると悪いということだから。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

いや、そういう増設する余地を残してっていうのも駄目かな？ 

 

事 務 局 

そうなると今回の転用で必要な面積を分筆しないといけない。 

そうすれば3000㎡は切るけれども。 

 

１１番 佐藤 富雄 委員 

いっそパネルを倍にするとか。半端に増やすよりも倍にすればどうだろ。 
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事 務 局 

いや、倍でも全然採算は取れないと思います。高圧になると負担金の額が全然違う。 

面積的にはそれができれば一番いいですけど。 

 

素人からすれば、パネルを倍にすれば売電も倍儲けていいじゃないかって思うけど、

そう単純な話じゃないんでしょうね。 

 

議   長 

ここは景観的にはどうだろうか。周りに植樹するとか、そういうのは無理かな。 

 

事 務 局 

いやー、日当たりに影響するから厳しいかと。 

 

議   長 

いや、塚原のメガソーラーは景観が悪くなるとかいろいろ言われて植樹とかしてた

からな。 

 

２番 竹内 正敏 委員 

空いてるところに果樹とか植えるとかじゃ駄目なんかな。 

 

事 務 局 

その時も分筆が必要ですね。 

 

２番 竹内 正敏 委員 

ああ、分筆がいるの。 

 

事 務 局 

果樹部分は農地扱いになるので。 

 

２番 竹内 正敏 委員 

資材置場であれば大丈夫なの？ 

 

事 務 局 

資材置場であれば通るかと思うんですけど、今回の受人が遠方の法人なので自社で

資材置場を使うというのは考えにくいので難しいかと。 

 

２番 竹内 正敏 委員 

通してあげたいけどなあ。 

 

事 務 局 

面積が広いというのはいいのですが、パネルの数と面積のバランスとか分筆はでき

ないとかが問題で、どれかが進めばできないこともないけど…。 

 

大きく分けて最終的には2つ、許可相当なのか不許可相当なのかということになると

思うんですけど。売主側に寄り添って、まとめて土地を処分したいだろうからこの面

積で許可相当と判断するのであれば先ほど髙田委員が言ってくれたような、影の部分

や管理をしやすくするためのスペースがから距離を取っているということで常設と県

に説明して、最終的には県の判断ということになると。 
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逆に農地転用の許可基準をベースで考えると、面積が過大だということであれば総

会でそういう意見が出たということを業者に言って修正などの対応ができないかとい

うことをお願いはしたうえで、もしそこで聞いてくれれば出し直しになると思うんで

すけど、聞いてくれなかったらもう業者の言い分として、市はこういう判断をしたけ

ど業者はこのままでいくということでそのまま県へ進達して県の判断を仰ぐというこ

とですね。ただその場合、不許可相当となるんでだいぶ「なんでこんなの上げてくる

のか」っていうのは言われるんじゃないかなと思います。あんまり例がないような感

じにはなります。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

許可されるものだけを上げてこいとなるの？県に進達するときは。だってこういう

ふうにみんなが判断に苦しむ事例が出るわけでしょ。それなら逆に言ったら市町村の

農業委員会だって国や県がどんな判断するだろうかとかいうのも俺らも聞きたいわけ

で、それを自分たちの判断基準とかこれから先の申請書とかが出たときの参考になっ

てくる。 

だから自分たちの都合のいい、通せるものだけ進達させて、なんでこんなの上げて

くるのかとかいう、俺たちが困るじゃないかとかみたいな感じでは、俺からしたら県

は何のためにいるのかと思うけど。 

 

事 務 局 

別にそういうわけじゃなくて。直接そこまではいわれないと思うんですけど、一応

制度上は、市は書類を受け取って意見を付して県へ進達するということなので、いい

も悪いも両方進達するのが原則なんですけど。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

だったら、うちはこういうふうに悩んで進達したというような形をとらないとしょ

うがないじゃない。現実にそうなんだから。 

 

３番 高田 英 委員 

麻生委員さんの言うとおりや。 

出てきたものを窓口で突っ返すっていうのはしたら悪いことやわな。悪いものでも

法的に書類が揃っていたら審議しないと悪い。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

だから、この場にかけてもやっぱり結論が出ないときは上部団体とか上層部とか場

合によっては裁判でも判断をしてもらわないとしょうがなくなってくると思う。 

 

事 務 局 

ですので、別に不許可では進達できないというわけではなくて、この委員会でどち

らの判断をするかということです。 

正直言って今まで不許可相当という例があまりないので、不許可になればこれこれ

こういうことで不許可相当の判断になったのでということで送ります。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

不許可になったときは、次の総会とかでこう修正するとかでまた申請できる？ 

 

事 務 局 

うちから進達して県で審査している間は同じ場所で再度申請するのは難しいと思い
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ます。 

例えば、うちで不許可相当になって県に進達したらある程度やり取りがあると思う

ので、そこで何かあったら取り下げということになるか不許可通知が来るかのどっち

かになるのかなと。そうなったら業者含めての話となりますが、自分的には取り下げ

となる場合が多いのではないかと思います。農振とかでも結構取下げになるのがあっ

たりするので。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

それやと何か月ぐらいかかるのかな。 

 

事 務 局 

ちょっと前例がないのでそこは・・・。 

 

不許可相当みたいな案件はほとんど進達することがない。だから今回こんなに悩ん

でる。 

 

まあ、許可できないような案件、例えば一種農地で家を建設したいとかいうような

場合の相談があった際にはここではできませんということで説明して納得してもらえ

ることが多いんですけど…。 

 

今回は一種農地とかとは違って具体的な基準がないので難しいです。基準があれば

こういうことで駄目ですと具体的に説明できるんですけど。 

ただ、これを今言うように進達したときに、一つは3000㎡を超えると常設審議会で

説明しないといけなくいろいろ突っ込まれる可能性が高くなるので、皆さんの意見を

よくまとめて進達できればなという。 

なので、さっき髙田委員が説明してくれたような理由をつけて進達するのか、それ

か不許可相当とするのかというのが難しいところです。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

影がどうだこうだと言っても、転用する農地の半分にもならないような転用面積で 

上が納得するかしないかだ。私は大いに首をかしげると思う。 

 

３番 高田 英 委員 

難しいのは、その面積の基準がないんです 

 

事 務 局 

そこが難しい。 

例えば総面積の50％以上施設面積があれば、30％以上あればというようなものがあ

ればわかりやすいのですが。まあ、土地の状況によるからだと思うのですが、そうい

ったものが無いので。 

県に聞いたら、過去には転用面積を発電容量で割ったもの、1kw発電するのに何平米

使っているかというものを判断に使っていたことがあったらしいということは聞きま

した。例えば100kw発電するのに10000㎡使うのと1000㎡使うのだったら、1000㎡の方

がより効率的に土地を利用できているということです。 

それで、この発電所についてその計算で数値を出してみると、過去の同程度の発電

所に比べて3倍くらいの面積を使用していることになります。 

ただ、今はその割り戻した１kw当たりの面積が何㎡いないならいいとかいう運用は

していないらしいので、これを基準として判断することはできないけど通常よりは広
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い面積であることは間違いないということは県から言われました。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

これな、悪く受け取ればの話になるけど、農地をここの会社が買うのに太陽光を設

置するというのを理由にしてこうやってる可能性もあるわけでしょ。 

 

事 務 局 

そうですね、空いたスペースで何をするんですかというような話になりますね。目

的が無いのに転用させるのかという。 

 

８番 佐藤 孝雄 委員 

それは難しいでしょ。 

 

事 務 局 

難しいですね。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

大分では認められたんだから、みたいな話をよその県でされるかもしれないし。 

悪い前例になるかもしれないとしたら悩ましい。 

 

３番 高田 英 委員 

ここの業者曰く、宮崎県では日陰部分はちゃんと見てくれたという話はしてた。 

 

事 務 局 

日陰があったら置かなくてもいいということ？ 

 

３番 高田 英 委員 

日陰になる部分はずらしていいというような言い方をしてた。 

 

事 務 局 

私も、今回の西側の日陰は多分問題ないと思うんですけど。東側の空白部分が無け

れば多分しょうがないねっていう判断をしてたかと思います。でも、今回は東側の空

白も結構広いもんで、全体で見たときに相当使用率が悪くなってしまいますので。 

それで、説明理由の草刈りと雨水の浸透のためっていうのはちょっと弱いんじゃな

いかなと正直思っています。 

 

これ仮の話で、パネルをもうちょっと増やして50kw以上は売電しませんよっていう

のはできないの？とりあえず面積をおかしくないぐらい埋めてしまう感じで。そんな

のができるのかはよくわからんけど。 

 

３番 高田 英 委員 

添付資料の経済産業省の認定の書類にパネル枚数って入ってたよね？ 

枚数が入ってるからそれは難しいと思う。 

 

議   長 

これ事務所を作るとかそういうのはできないだろうか。 

 

３番 高田 英 委員 
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管理用の道具を入れる倉庫程度でしょうね、できたとしても。 

 

議   長 

倉庫だったら面積も知れてますね。 

 

３番 高田 英 委員 

まあ、あとは皆様のご判断にお任せします。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

ここまでの話を聞いてると、県ではねられる可能性が高いと思う、無理に上げたと

しても。 

事務局も議長も困るだろうし、上げたときに突っ込みを受けて説明できるか…。 

 

３番 高田 英 委員 

だから、それは県の審議会とか県の審査の中ではっきりすることだろうからそれで

いいと思う。 

県に対する苦しい答弁の中でどう判断されるのか、それはそれで別にいい。 

それでだめならしょうがないから。 

 
６番 式田 信一 委員 

業者に言って分筆するようにはできないの。 

 

事 務 局 

まあ、3000㎡を超えなければそれが一番いい。そうしたら常設審議会にかけなくて

いいから。 

今回は3000㎡以上で常設審議会にかかるもんだから、一つはこれが難しい。 

 

今の配置のままでも、コの字型に分筆すれば転用することも可能かと思いますが、

そうなると周りが完全に死に地になるため、できるなら片側に寄せて半々に分筆する

のが一般的にはセオリーです。 

 

３番 高田 英 委員 

業者からは分筆したくないって聞いてるけど…。 

ちょっとこの案件後回しにしてくれませんか？電話で確認してみるので。 

もし業者が分筆するというなら、今月は保留してもらえれば。 

 

議   長 

わかりました。 

ではこの案件はいったん後回しにしまして、先にいきます。 

では次の議案１０号ですが、議席番号９番 佐藤 一富委員より説明をお願いしま

す。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

ここは先般も転用の申請があったりして毎月毎月団地化されているような地域です。

それで申請地については旧道の道下に位置する角地というような感じで三角地です。

地域の状況もあるので宅地にするということでやむを得ないのかなと判断しました。

よろしくお願いします。 
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議   長 

医大ヶ丘のところかな。 

 

１０番 麻生 秀昭 委員 

医大ヶ丘じゃなくて北方ですね。ジャスコの手前を上がったところ。 

 

議   長 

信号機を上がっていくところですね。 

 

それでは、この議案１０号について、ご質問があればお願いします。 

質問はありませんか。 

（ありません。） 

質問がない様でございますので、意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める

委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 許可相当と認めます。 

 

続きまして議案１１号ですが、議席番号４番 大野 重利委員より説明をお願いし

ます。 

 

４番 大野 重利 委員 

これは、資料の19ページと20ページをご覧ください。 

旧挾間町時代に農業開発公社が分譲したところの一番上になるんですが、古野の県

道からは少し下がったところにあります。 

申請地の裏には古野郷公民館がありまして、団地の中で唯一ここに農地が残ってい

たんですがこれを分譲するということです。 

ここに3軒建つということで。 

 

議   長 

それでは、この議案１１号について、ご質問があればお願いします。 

質問はありませんか。 

（ありません。） 

質問がない様でございますので、意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める

委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 許可相当と認めます。 

 

続きまして議案１２号ですが、議席番号９番 佐藤 一富委員より説明をお願いし

ます。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

資料では23ページになります。 

先ほどの古野から朴木の方へまっすぐ進むと由布川グラウンドがありますが、その

グラウンドの下にある海老毛という地区でございます。 

その地区の入り口付近にある、またここも三角地みたいなところなんですが、一般

住宅を建設したいということでございます。よろしくお願いします。 
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議   長 

それでは、この議案１２号について、ご質問があればお願いします。 

質問はありませんか。 

 

 

（５番 江  国子委員より挙手有り。） 

 

江 委員さんどうぞ。 

 

５番 江  国子 委員   

資料２５ページを見ると、庭にトラクターとかコンバインとか直に置くようになっ

ているんですけど、普通農家だとこんなことしないんだけどいいのかなと思って。 

 

事 務 局 

まあ、本人がここに置くって言ってるんで…。 

将来的には掘っ立て小屋ぐらいは建てるつもりかもしれません。 

とりあえず置くスペースとしてはここを考えているという意味で図示しているのか

と思います。 

 

議   長 

他に質問はありませんか。 

（ありません。） 

質問がない様でございますので、意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める

委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 許可相当と認めます。 

 

続きまして議案１３号ですが、議席番号６番 式田 信一委員より説明をお願いし

ます。 

 

６番 式田 信一 委員 

それでは議案番号１３番について説明をします。 

この案件の渡人は受人である会社の社長でして、個人名義から会社の名義に変えて

貸倉庫を建てるという申請です。 

地理的には駅から歩いて2～3分ぐらいのところです。 

資料の位置図を見てもらうとわかるかと思いますが、周りはほとんど住宅が建って

いるような状況です。宅地の南側に申請地の畑がありまして、そこを整地して貸倉庫

にしたいということです。審議よろしくお願いします。 

 

議   長 

貸倉庫を作るということですね。 

 

６番 式田 信一 委員 

はい。 

現状は畑となっておりますが、ほとんど荒れているような状態です。 
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４番 大野 重利 委員 

これ水田が周囲にあるけど、鉱さいを敷くとなっているけど大丈夫かな。 

 

６番 式田 信一 委員 

ここは鉱さいを敷いても別に大丈夫かと。横に水路もあるし、問題ないと思います。 

 

議   長 

他に質問はありませんか。 

（ありません。） 

質問がない様でございますので、意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める

委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数の為、この案件 許可相当と認めます。 

 

先ほどの議案９号の件について、髙田委員さんが戻られましたので説明をお願いし

ます。 

 

３番 高田 英 委員 

申し訳ない、連絡が取れないんでここでとりあえずもう決を採ってもらって、県へ

行って不許可になろうがどうなろうがいいです。 

 

事 務 局 

この転用面積が適正かどうか、というよりは許可か不許可かで諮った方がいいです

かね。 

 

これ、今言うように分筆してもらえれば半分で出しなおしてもらうというような…。 

 

一度この面積、この計画でどうかというので出さないといけないですね。それでだ

めだということになれば、連絡とってそこで相手が面積を修正するかどうかですね。 

 

議   長 

じゃあ一旦出すだけ出しましょうか。 

 

事 務 局 

許可相当かどうかで諮って手が上がらなければ不許可相当というようなことになり

ますかね・・・。 

 

3000㎡を超えていますので、常設審議会とかも許可相当で説明してやっていくのか、

さすがに面積に差がありすぎるということで不許可相当とするかで諮って…。 

事務局は総会での意見を説明していくだけなので。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

ここで不許可にすると、土地を売りたい渡人の側にも大変迷惑をかけるだろうけど、

これで業者が手を引いたらあの土地はあのままになるでしょ？ 

でもこのまま県にあげたって、利用面積が少ないんじゃ事務局も説明に困るんでし

ょ。 

髙田さん、これ急ぐんですか。 
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３番 高田 英 委員 

あー、どうでしょう。1か月待つなら待ってもいいかもしれないけど…。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

その待ってる間に…。 

 

事 務 局 

保留したとしても方針が出ないことには業者に言いようがないので…。 

 

９番 佐藤 一富 委員 

でもこのまま上げたって戻ってきたりして１～２ヶ月は軽くかかってしまうんじ

ゃ？ 

 

３番 高田 英 委員 

でも待つっていうことは分筆ありきでということになるでしょうから、私としては

進達して県の判断で不許可になったらそれを業者に伝えます。その方が言いやすいの

で。 

 

議   長 

じゃあ皆さん、許可相当と認める委員の挙手を求めますわ。それで県にいっぺん出

してみます。 

それでいろいろ言われたら分筆とか方向性考えていきましょう。 

 

事 務 局 

会長、許可相当で出すんですか？ 

許可相当で出すということは適正な面積と認めるということになりますけど…。 

 

議   長 

認めるということになるわな。 

 

事 務 局 

なので、どちらかですよね。 

適正な面積と認めて許可相当として出すか、過大な面積だということで不許可相当

で出すかの二択です。 

どちらにしても県に進達は行います。 

もし不許可相当と判断されたら、うちはこういう判断になったけどどうしますかと

業者に投げかけて、このままでいいと言われればそのまま県へ進達して、修正すると

いうなら次回修正して出しなおしてもらうということになると思います。 

この委員会として、この転用面積が適正なのか過大なのかというのがこの判断の根

っこですね。 

 

３番 高田 英 委員 

ちょっと業者から電話かかってきたので出ます。 

すみません、続きを先にしててください。 

 

議   長 

では日程４を先にします。 
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■日程 第４ 「農用地利用集積計画の決定について（貸借権設定）」 

（議案第１４～２９号 １６件） 

議   長 

日程 第４ 農用地利用集積計画の決定について（貸借権設定）１６件あります。事務

局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

日程 第４ 農用地利用集積計画の決定について（貸借権設定）、議案朗読説明。 

 

議   長 

では議案１４号から１６号までは継続の案件ですので一括して審議します。質問が

あればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案１４号から１６号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案１７号からは新規の案件です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案１７号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案１８号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案１８号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案１９号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案１９号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２０号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

 

９番 佐藤 一富 委員 
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豊後高田の人なの。 

 

議   長 

今、豊後高田の人でねぎを作る人が塚原にいっぱい来てるんですよ。 

 

他に質問はありませんか。 

（ありません。） 

それでは、議案２０号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２１号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２１号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２２号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２２号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２３号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２３号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２４号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２４号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２５号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２５号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 
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（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２６号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２６号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２７号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２７号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２８号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２８号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして議案２９号です。質問があればお願い致します。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案２９号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

■日程 第５「農用地利用集積計画の決定について（一括方式）」 

（議案第３０～３１号 ２件） 

議   長 

日程 第５ 農用地利用集積計画の決定について（一括方式）２件あります。事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事 務 局 

日程 第５ 農用地利用集積計画の決定について（一括方式）、議案朗読説明。 

 

議   長 

それでは議案３０号の案件、質問があればお願いいたします。 

ご質問はないでしょうか？ 
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（ありません。） 

それでは、議案３０号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

続きまして、議案３１号ですが、議席番号１１番 佐藤 富雄委員さんが農業委員

会会議規則第１２条議事参与制限を受け退席を致します。 

 

（１１番 佐藤 富雄 委員 退席） 

 

それでは議案３１号の案件、質問があればお願いいたします。 

ご質問はないでしょうか？ 

（ありません。） 

それでは、議案３１号につきまして、承認される委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

挙手多数でございますので、この案件 承認致します。 

 

佐藤委員さん、お入りください。 

 

（１１番 佐藤 富雄委員 入室。） 

 

坂本委員さんに報告します。全員一致で許可相当という意見を下しました。 

 

１１番 佐藤 富雄 委員 

ありがとうございました。 

 

議   長 

では、先ほど途中だった案件について、髙田さん連絡つきましたか？ 

 

３番 高田 英 委員 

連絡つきました。 

とりあえず、先ほど私が言ったようにこのままどちらにしても県まで出してくださ

い。 

 

事 務 局 

では訂正の意思はないということなので、うちの意見として許可相当なのか不許可

相当か、どちらかで議決を取っていただければと。 

 

２番 竹内 正敏 委員 

不許可でも県に上げられる？ 

 

事 務 局 

上げられます。あくまでの由布市農業委員会の意見を付して進達ということなので、

面積が過大なのではないかという意見を付して県へ進達します。 

それか、いつものように転用面積はこれで問題ないということで許可相当として進

達するかということですね。 
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議   長 

はい、では諮ります。 

意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

（挙手 少数） 

 

では、不許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

（挙手 多数） 

はい、ありがとうございます。 

では挙手多数の為、不許可相当を皆さんの意見として県の方へ進達します。 

 

事 務 局 

わかりました。 

では、転用面積が現状では過大であるという旨の意見を付して県の方へ進達したい

と思います。 

結果については来月以降報告させていただきます。 

 

 

以上で会議規則第７条による議案審議は終了します。 

審議、お疲れ様でした。 

 

 


